
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 製品試験（承認）を依頼する指定試験場の名称を記入してください。 

② ここに記入された企業、団体名がＩＭＢおよびＶＡＳ登録証の製造発売元となり、全国自動車用品工業会の登録番号発行先と

して登録されます。 

※ＩＭＢならびにＶＡＳの登録番号は発行先以外の企業、団体ではご使用になれません。登録番号が必要な企業、団体名で申

請してください。 

③ ご担当者の連絡先を記入してください。 

④ 登録するカテゴリを○で囲んでください。 

ＩＭＢ、ＶＡＳの両方を登録する場合は両方を○で囲みます。 

⑤ ブランド（愛称）を予定している場合は商品ブランド名（愛称）を記入してください。型式欄には必ずパッケージ等に記載

されている品番を記入し、第三者が同一商品として認識できるようにお願いします。また、標準セットでの販売の予定が無い、

別売りオプションを含めたセットを代表型式として試験を行う場合は、適当な型式を設定のうえ、類別型式欄にはパッケージ

等に記載されている流通品番を記入してください。 

なお、同時に類別登録を行う場合は、登録する全ての類別製品を記入してください。 

また、代表型式と異なる商品ブランドで販売を予定している場合は、ブランド名を記入してください。 

⑥ 登録製品を構成するユニット全てを記入してください。ユニット名称は必ず説明書に記載された正しい名称を記入してくだ

さい。また品番（型番）はユニットの銘板に記入されている品番（型番）と一致させてください。 

※表中の「メインユニット」は名称が同一であれば、このままご使用ください。名称が異なる場合は取り消し線で取り消して

ください。 

※別売りオプションも試験が必要です。試験を受けていない別売りオプションを接続した場合は、保安基準違反となります。

⑦ 試験を依頼した指定試験場に記入を依頼して、切り離さずに原本を全国自動車用品工業会に提出してください。 
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③
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登録を予定している型式（モデル）ごとに本書を1枚づつご記入ください。 

① 登録する商品ブランド、製品型式（流通品番）を記入します。 

② 登録するカテゴリを○で囲んでください。ＩＭＢ、ＶＡＳの両方を登録する場合は両方を○で囲みます。 

③ 登録するカテゴリに対し、保安基準の適合を自己申告してください。 

④ 登録するカテゴリに対し、保安基準の適合を自己申告してください。 

⑤ イモビライザにてカットするポイント（スタータラインなど）を取り付け者に指示している説明書のページを記入し

てください。また、説明書以外の別資料にて指示している場合は、別資料を添付してください。 

⑥ イモビライザの作動方法を使用者に指示している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の別資料に

て指示している場合は、別資料を添付してください。 

⑦ イモビライザの解除方法を使用者に指示している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の別資料に

て指示している場合は、別資料を添付してください。 

⑧ ステータスディスプレイ（動作確認用ＬＥＤなど）の有無を記入してください。光度はわかる範囲でご記入ください。

⑨ イモビライザの設定/解除に無線通信を利用している場合は、該当する事項を記入してください。 

⑩ 登録する製品が保護する範囲を別売りオプションを含め、全て記入してください。 

⑪ 無線を利用しているセンサーを全て記入してください。※検知、通信等利用法は問いません 

⑫ 車両の警音器以外の警報装置（リモコンへの通報を含む）を有する場合は有に○をしてください。 

⑬ 車両の灯光を点滅する機能を有する場合は有に○をしてください。 

⑭ 上記以外の警報装置を有する場合は有に○をしてください。また（）内にユニット名称をご記入ください。 

⑮ 無線操作や無線通報機能を有する場合は、無線の種別を記入してください。また特定小電力無線を利用している場合

は認証番号を記入してください。 

⑯ 警報装置の作動方法を使用者に指示している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指

示している場合は、別資料を添付してください。 

⑰ 警報装置の解除方法を使用者に指示している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指

示している場合は、別資料を添付してください。 

⑱ 機械式施錠機能を有する場合は、操作方法を記載している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の

別資料にて指示している場合は、別資料を添付してください。 

⑲ 電子式施錠機能を有する場合は、操作方法を記載している説明書のページを記入してください。また、説明書以外の

別資料にて指示している場合は、別資料を添付してください。 

⑳ 退室遅延機能を有する場合は、機能に関する説明ページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指示し

ている場合は、別資料を添付してください。 

21 入室遅延機能を有する場合は、機能に関する説明ページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指示し

ている場合は、別資料を添付してください。 

22 ステータスディスプレイ（動作確認用ＬＥＤなど）の有無を記入してください。光度はわかる範囲でご記入ください。

23 警報装置専用の電源用電池を有する場合は、取り付け者に取り付け方法を指示している説明書のページを記入してく

ださい。また、説明書以外の別資料にて指示している場合は、別資料を添付してください。 

24 自己診断機能を有する場合は、機能に関する説明ページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指示し

ている場合は、別資料を添付してください。 

25 パニックアラームを有する場合は、機能に関する説明ページを記入してください。また、説明書以外の別資料にて指

示している場合は、別資料を添付してください。 
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① 登録する製品型式を記入します。型式がない場合は製品（流通）品番を記入してください。 

② 登録する製品品番（流通品番）を記入します。必ずパッケージ等に記載されている品番を記入し、第三者が同一商品

として認識できるようにお願いします。販売予定がないセットにて試験を依頼する場合は、代表型式の製品品番は不

要です。 

③ 登録製品を構成するユニット全てを記入してください。ユニット名称は必ず説明書に記載された正しい名称を記入し

てください。 

④ 品番（型番）はユニットの銘板シールに記入されている品番（型番）と一致させてください。 

※品番が無いユニットは名称だけを記入してください。 

⑥ 各製品品番ごとのユニット構成を記入してください。標準で付属するユニットに○、別売りオプションにＯＰ等を付

けてください。 

※代表型式は全てのユニットに対応でなければなりません。そのため記入例のようにショックセンサ２（A003）をA002

と差し替えて使用することも認められます。（必要に応じて環境試験や動作試験は差し替えて行う必要があります） 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

(例)ｼｮｯｸｾﾝｻ   Ａ002    ○排他  ○   ― 
ｼｮｯｸｾﾝｻ 2  Ａ003    ○排他  ―      ○ 



 

① 製品試験（承認）を依頼する指定試験場の名称を記入してください。 

② ここに記入された企業、団体名がＩＭＢおよびＶＡＳ登録証の製造発売元となり、全国自動車用品工業会の登録番号発行先と

して登録されます。 

※ＩＭＢならびにＶＡＳの登録番号は発行先以外の企業、団体ではご使用になれません。登録番号が必要な企業、団体名で申

請してください。 

③ ご担当者の連絡先を記入してください。 

④ 登録するカテゴリを○で囲んでください。ＩＭＢ、ＶＡＳの両方を登録する場合は両方を○で囲みます。 

⑤ ブランド（愛称）を予定している場合は商品ブランド名（愛称）を記入してください。型式欄には必ずパッケージ等に記載 

されている品番を記入し、第三者が同一商品として認識できるようにお願いします。 

⑥ 登録製品を構成するユニット全てを記入してください。ユニット名称は必ず説明書に記載された正しい名称を記入してくださ

い。また品番（型番）はユニットの銘板に記入されている品番（型番）と一致させてください。 

※表中の「メインユニット」は名称が同一であれば、このままご使用ください。名称が異なる場合は取り消し線で取り消して

ください。 

※別売りオプションも試験が必要です。試験を受けていない別売りオプションを接続した場合は、保安基準違反となります。

⑦ 既にＩＭＢ、ＶＡＳに登録している代表型式の登録番号を記入してください。 

⑧ 既にＩＭＢ、ＶＡＳに登録している代表型式とのユニット構成、リモコンの違いなど相違点を具体的に記入してください。 

⑨ 試験を依頼した指定試験場に記入を依頼して、切り離さずに原本を全国自動車用品工業会に提出してください。 

 

 

ＩＭＢ、ＶＡＳ登録製品をＯＥＭ供給される場合のご注意 

既にＩＭＢ、ＶＡＳの登録済み商品を、供給先の品番にて販売される場合は、次の何れかの方法によりＩＭＢ，ＶＡＳの登録が

可能です。 

・供給元の企業、団体から類別登録申請を行う。 

  供給元から類別登録申請をしていただきます。この場合の全国自動車用品工業会ホームページの登録済み製品リストには供

給元の社名が掲載されます。 

・供給先企業、団体から新規登録申請を行う。 

  新規製品として製品試験を行い、登録申請を行ってください。試験依頼申請者が全国自動車用品工業会ホームページの登録

済み製品リストの社名に掲載されます。 

供給元から代表型式のテストレポートなど提供を受けると、一部、製品試験の免除を受けられる場合があります。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑥


